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一
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平
成
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年
度
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会
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補
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予
算
（
特
第

１
号
）

一
〇
、
三
〇

一
〇
、
三
〇

（
予
）

一
二
、
一
〇

可　

決

一
二
、
一
〇

可　

決

一
〇
、
三
〇

一
二
、　

一

可　

決

一
二
、　

一

可　

決

3

平
成
四
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算

（
機
第
１
号
）

一
〇
、
三

〇

一
〇
、
三
〇

（
予
）

一
二
、
一
〇

可　

決

一
二
、
一
〇

可　

決

一
〇
、
三
〇

一
二
、　

一

可　

決

一
二
、　

一

可　

決



平
成
四
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
閣
予
第
一
号
）

平
成
四
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
閣
予
第
二
号
）

平
成
四
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
閣
予
第
三
号
）

委
員
長
報
告

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
平
成
四
年
度
補
正
予
算
三
案
の
予
算
委
員

会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

補
正
予
算
三
案
の
内
容
は
、
羽
田
大
蔵
大
臣
の
財
政
演
説
に
お
い
て
既

に
、
聴
取
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

補
正
予
算
三
案
は
、
去
る
十
月
三
十
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
十
一
月
二
十

四
日
、
大
蔵
大
臣
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
、
衆
議
院
か
ら
の
送
付
を
待
っ

て
、
十
二
月
三
日
か
ら
本
日
ま
で
審
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
東
京
佐
川
急
便
問
題
に
関
し
、
七
日
、
八
日
、
九
日
の
三
日
間

に
わ
た
り
、
証
人
尋
問
並
び
に
集
中
審
議
を
行
う
な
ど
、
終
始
慎
重
か
つ
熱

心
な
審
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

審
査
の
過
程
で
減
税
の
必
要
性
が
各
党
か
ら
述
べ
ら
れ
、
審
査
の
最
終
段

階
で
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
民
主
連
合
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・

ス
ポ
ー
ツ
・
国
民
連
合
、
連
合
参
議
院
共
同
で
、
『
所
得
税
減
税
実
施
に
関

す
る
決
議
案
』
を
委
員
会
決
議
と
す
る
よ
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
扱
い
に
つ
い
て
与
党
は
現
下
の
財
政
及
び
税
制
の
あ
り
方
か
ら
、
こ

の
決
議
案
に
強
い
難
色
を
示
し
た
。
全
会
一
致
が
困
難
な
実
情
に
鑑
み
、
採

決
は
行
わ
な
い
で
、
委
員
長
預
り
と
す
る
。
参
議
院
に
お
い
て
は
、
野
党
が

多
数
を
占
め
て
い
る
現
状
か
ら
、
重
い
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
政
府
は
、
そ

の
主
旨
を
体
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
申
し
上
げ
ま
す
。

　

質
疑
の
う
ち
、
景
気
の
現
状
判
断
並
び
に
景
気
対
策
に
つ
い
て
、
「
七
－

九
月
期
の
実
質
国
民
総
生
産
が
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
が
政
府
は
、
現
下

の
景
気
動
向
を
ど
う
見
て
い
る
か
。
景
気
は
一
刻
も
早
い
回
復
が
求
め
ら
れ

る
が
、
政
府
の
対
応
姿
勢
を
示
さ
れ
た
い
。
個
人
消
費
の
低
迷
回
復
の
た

め
、
二
兆
円
規
模
の
所
得
税
減
税
を
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
」
と
の
質

疑
に
対
し
、
宮
澤
総
理
大
臣
並
び
に
関
係
各
大
臣
か
ら
「
七
－
九
月
期
の
実

質
国
民
総
生
産
が
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
の
は
、
民
間
設
備
投
資
が
落
ち

込
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
済
全
体
を
見
る
と
七
－

九
月
期
は
景
気
の
転
換
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
総
合
経

済
対
策
の
効
果
は
、
年
度
後
半
に
現
わ
れ
て
く
る
と
期
待
し
て
い
る
が
、
現

状
で
は
、
政
府
経
済
見
通
し
の
成
長
率
達
成
は
、
大
変
厳
し
い
と
判
断
し
て

い
る
。
今
回
の
景
気
の
低
迷
は
、
景
気
循
環
に
資
産
デ
フ
レ
等
諸
々
の
要
因

が
複
雑
に
か
ら
ん
で
お
り
、
景
気
対
策
も
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
施
策
を
き

め
細
か
に
行
う
必
要
が
あ
り
、
昨
年
七
月
以
来
、
五
次
に
わ
た
る
公
定
歩
合

の
引
き
下
げ
、
三
月
の
緊
急
経
済
対
策
、
さ
ら
に
、
八
月
に
は
総
合
経
済
対

策
を
順
次
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
施
策
と
相
ま
っ
て
、

バ
ブ
ル
経
済
下
の
や
や
行
き
過
ぎ
の
消
費
は
、
家
計
が
堅
実
な
生
活
を
と
り

戻
し
、
充
実
し
た
生
活
に
移
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
企
業
も
従
来
の
シ
ェ
ア



拡
大
や
効
率
優
先
か
ら
、
産
業
の
新
た
な
発
展
を
模
索
し
つ
つ
あ
り
、
景
気

低
迷
を
乗
り
切
り
な
が
ら
一
層
強
靭
な
経
済
構
造
を
つ
く
り
上
げ
る
方
向
に

向
か
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
所
得
税
減
税
に
つ
い
て
は
、
バ
ブ
ル

経
済
下
の
家
計
は
、
耐
久
消
費
財
を
多
目
に
購
入
し
、
今
日
そ
の
反
動
が
生

じ
て
お
り
、
減
税
の
景
気
浮
揚
効
果
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
ま

た
、
減
税
を
代
替
財
源
な
く
実
施
す
る
と
、
現
世
代
が
減
税
に
よ
る
利
益
を

受
け
る
反
面
、
後
世
代
に
長
期
に
わ
た
り
、
元
利
の
支
払
い
を
強
い
る
こ
と

と
な
り
、
採
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

　

一
方
、
本
補
正
予
算
の
審
査
に
あ
た
り
、
東
京
佐
川
急
便
問
題
に
関
連
す

る
疑
惑
に
つ
い
て
質
疑
が
集
中
し
、
質
疑
の
内
容
も
広
範
多
岐
、
か
つ
詳
細

を
極
め
ま
し
た
。
宮
澤
総
理
大
臣
か
ら
政
治
腐
敗
の
根
絶
に
向
け
て
、
「
政

治
家
と
カ
ネ
、
政
治
家
の
あ
り
方
、
政
治
倫
理
が
、
い
ま
国
民
か
ら
厳
し
い

批
判
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
に
な
か
っ
た
異
常
な
厳
し
さ
で
あ
る
。

政
治
家
は
政
治
倫
理
を
厳
し
く
守
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
が
、
同

時
に
倫
理
が
担
保
さ
れ
る
政
治
改
革
を
国
民
が
求
め
て
い
る
こ
と
を
肝
に
銘

じ
、
選
挙
制
度
を
含
め
た
改
革
を
実
施
し
、
実
行
す
る
こ
と
が
、
是
非
と
も

必
要
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
質
疑
は
広
範
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議

録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
吉
川
委
員
が
反
対
の
旨
、
意
見
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
平
成
四
年
度
補
正
予
算
三
案
は
賛
成
多

数
を
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




